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教育委員会会議の概要（令和７年７月定例会） 

 

◆ 日   時 令和７年７月２８日（月）午後２時００分から午後３時１５分まで 

◆ 場   所 教育局 第１会議室 

◆ 出  席  者 

教 育 長 天 野   元 出席 

委員・教育長職務代理者 佐 藤  淳 一 出席 

委   員 山 田  理 恵 出席 

委   員 庄 司  弘 美 出席 

委   員 長谷川  真里 出席 

委   員 永 富  良 一 出席 

委   員  松野  大二郎 出席 

 

 

◆ 会議の概要 

１ 開     会 

 

 

２ 議事録の承認 ６月定例会 

 

 

３ 議事録署名委員の指名  山 田 委 員 

 

 

４ 報 告 事 項 

（１）市議会報告について 

（総務課長 報告） 

資料に基づき報告 

 

 

（２）史跡仙台城跡災害復旧の完了について 

（文化財課長 報告） 

資料に基づき報告 
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５ 協 議 事 項 

令和８年度使用の仙台市立義務教育諸学校教科用図書の採択について 

（教育指導課長、特別支援教育課長 説明） 

 

資料に基づき説明 

 

付議事項第 14号議案として提出することについて了承 

 

 

６ 付 議 事 項 

第 14号議案 令和８年度使用の仙台市立義務教育諸学校教科用図書の採択について 

（教育指導課長、特別支援教育課長 説明） 

資料に基づき説明 

 

原案のとおり決定 

 

 

第 15 号議案 令和８年度使用の仙台市立高等学校、仙台市立中等教育学校及び仙台市立特別支援学

校高等部用教科用図書の採択について 

（高校教育課長 説明） 

資料に基づき説明 

 

原案のとおり決定 

 

７ 閉     会 
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（協議事項説明要旨） 

 

教  育  長 次に、協議事項に入る。本日の協議事項は１件である。令和８年度使用の仙台

市立義務教育諸学校教科用図書の採択について、本日は特別支援学校、特別支援

学級で使用する一般図書について協議する。 

        本日使用する資料だが、別紙「令和８年度使用の仙台市立義務教育諸学校教科

用図書の採択方針」以外の資料については、採択手続終了まで非公開としており、

そのため傍聴においでの皆様には、本日の資料を配付しないこととしている。教

育委員会議事録が確定次第、当該資料を市政情報センターにおいて閲覧できるよ

うにするのでご了承願う。 

        なお、資料１「教科書の採択に係る基本方針」、資料２「令和８年度使用学校教

育法附則第９条の規定による教科用図書（一般図書）採択基準」、資料３「令和８

年度使用学校教育法附則第９条の規定による教科用図書（一般図書）選定資料」

については、宮城県教育委員会ホームページに同一の資料が掲載されている。 

        はじめに、今年度の教科用図書採択について、教育指導課長から説明をお願い

する。 

教育指導課長 令和８年度使用の教科用図書の採択に当たっては、教育基本法や学校教育法が 

示す教育の目的や目標、学習指導要領の趣旨を踏まえ、文部科学省及び宮城県教

育委員会から示された通知に則り、公正かつ厳正に適切なものを採択することと

している。 

        ６月の臨時教育委員会において、今年度の教科用図書の採択方針について議決

いただき、小学校用教科用図書、中学校用教科用図書、特別支援学校用教科用図

書については、令和６年度に採択したものと同一の教科書を採択することとなっ

ている。 

        本日ご審議いただく内容は、令和８年度使用の仙台市立義務教育諸学校教科用

図書のうち、特別支援学校及び特別支援学級で使用する一般図書になる。特別支

援学校、特別支援学級で使用する一般図書については、学校教育法附則第９条の

規定により、毎年、教育委員会で審議採択をすることになっていることから、調

査研究委員会や協議会等を開催し、教育委員会での審議を行い、教科の主たる教

材としての教育目標の達成上、適切な図書を採択することとなる。 

        今年度の教科用図書の採択についての説明は以上である。 

教  育  長 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見はあるか。 

 （質疑なし） 

教  育  長 それでは、次に特別支援学校及び特別支援学級で使用する一般図書について、

特別支援教育課長より説明をお願いする。 

特別支援教育課長 特別支援学校及び特別支援学級で使用する一般図書について説明する。 

        資料４「令和８年度使用仙台市立特別支援学校及び特別支援学級教科用図書 

学校教育法附則第９条の規定による教科用図書（一般図書）一覧（案）」をご覧い

ただきたい。 

        資料４にお示ししている教科用図書（一般図書）一覧（案）は、教育委員会事

務局が作成した令和７年度の採択候補の一覧である。令和６年度に採択し、今年

度も継続して採択候補としている図書に、今年度宮城県が新たに採択候補とした
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図書と、仙台市が新たに独自採択候補とした図書を加え、掲載している。 

        まず、資料４の２ページをご覧いただきたい。 

        令和６年度に採択した図書を継続採択候補本として掲載している。 

        この表の見方を説明する。 

        通し番号２番をご覧いただきたい。種目欄に「生活／道徳」と２つの種目が書

かれている。これは生活の教科用図書としても、道徳の教科用図書としても、ど

ちらでも使えるということを表している。その右隣のＲ８表示番号の欄には、「小

２」と書かれている。この欄の小は小学部、小学校、中となっていれば中学部、

中学校を対象とした図書であることを表している。 

        また、「小２」のように、続いて数字が書かれているものは、資料３、宮城県教

育委員会から出された一般図書選定資料を参考として選定した図書、通し番号 38

の「小Ａ」などのように、アルファベッドが書かれているものは仙台市教育委員

会事務局が、さらに独自に採択候補とした図書である。 

        資料４の１ページをご覧いただきたい。 

        こちらは、今年度新たに採択候補として加えた図書である。宮城県から示され

たものが 11冊、仙台市が独自に採択候補としたものが２冊ある。このうち、上段

１の（２）の２冊については、昨年度、既に仙台市独自採択候補本となっていた

ため、本市としては継続採択候補本として扱っている。 

        次に、別添１「令和８年度使用の仙台市立義務教育諸学校教科用図書に関わる

資料 調査研究委員会 報告書」をご覧いただきたい。 

        こちらは、資料４に掲載した図書について、令和８年度使用の仙台市立義務教

育諸学校教科用図書の協議に関わる調査研究委員会で調査研究した結果をまと

めた報告書である。仙台市の採択の観点に則り、図書の調査研究を行った結果、

採択候補として適さないとの意見が出された図書が１冊あった。この資料の 11ペ

ージに掲載してある「知的障害や自閉症のひとたちのための見てわかる ビジネ

スマナー集」である。図書としての良さはあるものの、教科用図書として扱う場

合の課題も記されている。この報告を受け、令和７年度仙台市立義務教育諸学校

教科用図書協議会でもこの図書について協議され、継続採択候補本として適さな

いという結果となった。そのため、別添２「令和８年度使用学校教育法附則第９

条の規定による教科用図書（一般図書）採択一覧」には、この図書は掲載されて

いない。 

        協議における委員の意見については、別添３「令和７年度仙台市立義務教育諸

学校教科用図書協議会 議事録」をご覧いただきたい。８ページにある委員長の発

言の２つ目以降に、継続採択候補として適さないものについての協議内容が記載

されている。調査研究委員会報告書の内容に反する意見は出ず、今の時代にそぐ

わない内容がある、イラストで描かれているものが時代に合わず古いなどの意見

が出された。 

        協議の結果、この図書に代わるものも複数用意されているということから、こ

の図書については、継続採択候補として適さないという結果になった。 

        説明は以上である。それぞれの図書については、この後の閲覧時間に内容等を

ご確認いただきたい。 
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教  育  長 それでは、閲覧の前にご質問、ご意見はあるか。 

 （質疑なし） 

教  育  長 よろしければ閲覧に入りたいと思うが、閲覧時間は２時 40 分を目途とし、そ

の後協議を再開したいと思う。それでは、よろしくお願いする。 

 

 （図書閲覧 午後２時30分～午後２時40分） 

 

教  育  長 それでは、協議を再開する。 

        特別支援学校、特別支援学級で使用する一般図書について、これまでの説明や

閲覧を踏まえて、ご質問、ご意見はあるか。 

 （質疑なし） 

教  育  長 それでは、資料４に示された図書のうち、通し番号260中Ｔ「知的障害や自閉症

のひとたちのための見てわかる ビジネスマナー集」、これを除いた一般図書全

てを採択候補とする方向でよろしいか。 

 （異議なし） 

教  育  長 ご異議がないようであるので、ただいま協議いただいた内容を採択理由として、

事務局で整理したいと思う。 

        ついては、一旦休憩を挟み、付議事項第14号議案「令和８年度使用の仙台市立

義務教育諸学校教科用図書の採択について」として審議をいただく。 

 


